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男女共同参画基本計画の改定について 

 

 

 平成 17 年 12 月に策定された男女共同参画基本計画（第２次）については、

平成 22 年度に計画全体の見直しをすることとなっており、平成 21 年３月に  

内閣総理大臣から基本計画の改定に向けた基本的な考え方について諮問を受け、

見直しに向けた検討を開始した。 

 現在の経済・社会情勢の変化や課題に対応した、新たな時代にふさわしいも

のとなるよう、平成 22 年内の閣議決定に向け、計画改定の検討作業を進めてい

く。 

 

 

１．計画改定の検討体制 

  男女共同参画会議の下に置かれた基本問題専門調査会の名称を「基本問

題・計画専門調査会」と改め、同専門調査会で計画の方向性や全体的な方針

について議論を行っている。また、同専門調査会の下にワーキンググループ

を設置し、個別の課題について調査・審議を行い、その結果を基本問題・計

画専門調査会に報告する。 

 

 

２．今後のスケジュール（案） 

  別紙参照    

 

 

３．計画改定のプロセス 

  現行計画の進捗状況や今後の課題等について、関係省庁や有識者からヒア

リングを行うとともに、地方や関係団体との意見交換や国民からの意見募集

等、様々な主体との対話を推進し、計画改定のプロセス自体を広報・啓発の

一環として重視していく。 

   

 



<参画会議関係等> ＜基本問題・計画専門調査会＞ ＜WG、暴力専門調査会＞

H21 ３月 第31回「基本的な考え方」諮問

４月

５月 ■5/18（月）15:00～

６月 ■6/5（金）15:00～

■6/29（月）15:00～

７月 □

８月 □

９月 □

１０月 □

１１月 □

１２月 □

H22 １月 ○

２月 ○

３月 ○

４月 ○

５月 ◎中間整理（案）の公表、パブコメ等

６月 ●

７月 ●

男女共同参画会議

「基本的な考え方」答申

※答申を受け、平成22年中に男女共同参画会議で計画諮問・答申

　　　　　　　 閣議決定　

今後のスケジュールについて（案）
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【基本的方向性・枠
組みの議論】総論、
基本的方向性等に関
する議論。
（5～6月：3回）

　【フォローアップ】
現行計画について、各府
省からヒアリングを実
施。
（7～12月：6回程度）

全
体
の
議
論

　【中間整理案作成】
各WG・専門調査会からの
報告を適宜受け、議論、
とりまとめ。中間整理案
作成。
（H22年1～4月：4回程
度）

　　【報告書案作成】
パブコメ等の結果を踏ま
え報告書（案）について
の議論、とりまとめ。
（6～7月：2回程度）

【各重点事項議論】
フォローアップが完
了次第、随時議論。
必要に応じて有識者
ヒアリング実施。
（各事項2～3回）

【各重点事項
　　とりまとめ】
フォローアップを踏
まえ、各重点事項に
ついてとりまとめ。
（H22年2月までに案
作成：各事項2～3
回）
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専門調査会報告書決定
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別紙
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